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１ 人材育成基本方針の見直し 

（1）概要 

    社会経済情勢等が大きく変化する中、持続可能な行政サービス体制を構

築するため職員一人ひとりの能力を最大限発揮できるよう人材育成基本方

針を改定します。これまで行ってきた現状の把握・課題の整理を踏まえ、本

改定による具体的な取組を進めていきます。 

 

（2）本市の課題を踏まえた人材育成の取組 

  ア 働きやすい職場環境の整備  

    →心理的安全性の高い職場づくり・多様な働き方の実現 など 
 

イ 職員の働きがいを高める人事制度 

    →カムバック採用の導入・長期休業職場の応援体制 など 
 

  ウ 職員の自律的な成長を支援する人材育成 

   →複数職場を経験できる環境づくり・キャリア形成支援など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

【問い合わせ先】 

総務部 職員課 

（TEL：042-460-9813） 

行財政基盤の強化を絶えず目指すまち 
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